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日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書

２０１４年（平成２６年）４月１８日

日本弁護士連合会

第１ 意見の趣旨

「重大な犯罪を防止し，及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府

とアメリカ合衆国政府との間の協定」の締結についての承認，及び「重大な犯罪

を防止し，及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆

国政府との間の協定の実施に関する法律」に関しては次の問題点がある。

①日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること

②自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておら

ず，照会の濫用をチェックすることができないこと

③対象犯罪が広範に過ぎると考えられること

④対象となる指紋情報等の範囲が広すぎること

⑤提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があ

ること

⑥提供される情報が将来拡大されるおそれがあること

以上の問題点が克服・解決されない限り，本協定の締結は承認されるべきでは

なく，本実施法案は成立させるべきではない。

第２ 意見の理由

１ 協定の締結

２０１４年２月７日，日本政府は，アメリカ合衆国政府との間で，「重大な

犯罪を防止し，及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリ

カ合衆国政府との間の協定」（以下「日・米重大犯罪防止対処協定」という。）

を締結した。

また，同年２月２５日に同協定を実施するため，「重大な犯罪を防止し，及

びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の協定の実施に関する法律案」（以下「本実施法案」という。）を閣議決定

し，国会に上程した。

２ 協定及び本実施法案の概要

日・米重大犯罪防止対処協定は，日本政府とアメリカ合衆国政府の両国の国

民の安全を強化するため，重大な犯罪（特にテロリズム）を防止し，探知し，
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及び捜査することを目的として利用される情報を交換するために，この協定に

より設けられる枠組みの下で相互に協力するため，「査証免除制度の維持」と

「迅速な情報交換を通じた重大な犯罪の防止・捜査」を目的としている（同協

定第１条及び第２条，本実施法案第１条）。

それを具体化するため，相手国に対して，重大な犯罪に関与している具体的

な疑いがある者についての指紋情報を自動照会し，相手国に適合する指紋情報

があれば，人定や犯罪経歴等の追加的な情報を二次照会することで提供される

仕組みを構築しようとしている（同協定第４条及び第５条，本実施法案第３条

及び第４条）。

提供された情報は，保管期間や利用目的を限定し，厳格に管理されることに

なっている（同協定第８条及び第９条，本実施法案第７条）。

３ 協定及び本実施法案の問題点

しかしながら，日・米重大犯罪防止対処協定及び本実施法案には，以下に述

べるような問題点がある。

(1) 日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること

日米間において，既に２００２年８月に日米刑事共助条約が締結されてお

り，２００４年６月に同条約を実施するための国際捜査共助法が成立してい

る。

これは，それまで外交ルートを経由してなされていた捜査共助を，捜査機

関のトップ同士でできるようにしたものであり（日本側は法務大臣），捜査

共助のスピードアップを狙ったものであったはずであるところ，これまで，

指紋も同法により情報交換可能であったと考えられるが，ほとんど利用され

ていないのが実態であり（警察庁の自由民主党外交正副部会長会議での報告

によると，２０１０年から２０１２年までの３年間で，２０１１年にアメリ

カ合衆国から１件要請があったのみであるという。），指紋情報の自動照会

等の制度を新設する必要性に疑問がある。

(2) 自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなってお

らず，照会の濫用をチェックすることができないこと

日・米重大犯罪防止対処協定において，各締約国政府の国内連絡部局は，

特定の状況から判断して，ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行した

かについて調査する理由がある場合にのみ，当該個人の指紋情報に関する自

動照会を開始することができるとされている（同協定第４条第３項）。自動

照会システムであるために，そのような理由があるという要件を満たしてい

るか否かについて，相手国政府の照会用電子計算機（本実施法案第２条第４
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号）において確認することは困難である。そのため，アメリカ合衆国の国内

連絡部局から要件を満たさずに照会を求められた場合に，日本側でそれを拒

否することができず，照会の濫用をチェックして防止することができない仕

組みとなっている。

(3) 対象犯罪が広範に過ぎると考えられること

指紋情報提供の対象犯罪は，重大な犯罪とされるが，その内容は，①少な

くとも一方の締約国政府の国内法令により，死刑又は無期若しくは長期１年

を超える拘禁刑に処することとされている犯罪を構成する行為であって，附

属書Ⅰに規定されている犯罪又はこれらの犯罪の未遂，共謀，幇助，教唆若

しくは予備，②少なくとも一方の締約国政府の国内法令により，死刑又は無

期若しくは長期３年以上の拘禁刑に処するものとされている犯罪とされてい

る（同協定第１条(3)）。

①については，具体的な犯罪類型が，協定の附属書Ⅰに３４項目列記され

ているが，「拷問」（２号）や「妨害行為（サボタージュ）」（３４号）など，

日本の犯罪類型にないものもあり，「コンピュータ犯罪」（１９号）のよう

に，我が国のどの犯罪類型がそれに当たるのか一義的に明確でないものなど

もある。

しかも，これらの犯罪の未遂，共謀，幇助，教唆若しくは予備にまで拡大

されており，日本では犯罪として処罰されない共謀や予備が，アメリカ合衆

国の連邦法において犯罪として処罰される場合には対象犯罪となることにな

る。

②については，長期３年以上の拘禁刑に処するものとされている犯罪とさ

れているが，国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約では重大犯罪が

長期４年以上とされていることと比較してもかなり広くなっている。

そして，①も②も，いずれも一方の締約国に犯罪として処罰する規定が存

在すればよいとされて完全に双罰性の要件が外されている。このため，アメ

リカ合衆国又はそのいずれかの州では犯罪として処罰されるが，日本では犯

罪として処罰されない犯罪（例えば児童ポルノの単純所持等）についても，

アメリカ合衆国側から照会があれば，指紋情報等が提供されることとなり，

日本国民の指紋情報というプライバシーが本人の知らないところでアメリカ

合衆国側に情報提供されることになるが，これは国民の人権を守るべき日本

政府の在り方としては問題である。

(4) 対象となる指紋情報等の範囲が広すぎること

アメリカ合衆国側が特定された個人に関するものであることを明示した場
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合には，自動回答する指紋情報からは，無罪判決の確定者，嫌疑なし・嫌疑

不十分等による不起訴処分を受けた者，保護処分に付された少年の指紋情報

は除外される（同協定の附属書Ⅱ１(1)）。

もっとも，上記①の場合でも，起訴猶予になった者の指紋情報は利用可能

となるが（同協定の附属書Ⅱ１(1)(b)(ⅱ)），実務上は，その中にも嫌疑な

し・嫌疑不十分な場合も含まれているので，その者の指紋情報が利用可能と

されることは問題である。

これに対して，アメリカ合衆国側から，特定されていない個人に関する照

会であることが明示される場合には，これらの者も含めて，警察庁の指紋デ

ータベースに保管されている被疑者指紋の指紋情報が自動照会で提供される

ことになる（同協定の附属書Ⅱ１(2)）。

したがって，特定されていない個人に関する照会の場合には，日本の国民

で，無罪確定者や嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴になった者，誤認逮

捕で送検されずに釈放された者，保護処分を受けた少年についての指紋情報

等が提供されることになり，国民の人権が守られないことになる。照会の仕

方によって，アメリカ合衆国側に提供される指紋情報の範囲が大きく変わる

のは問題である。

これは，そもそも，日本において，指紋情報を警察庁が管理し，法律では

なく，国家公安委員会規則という内部規則によって保管していることの問題

でもある。

現在，警察庁は，指掌紋取扱規則（平成９年１２月２５日国家公安委員会

規則第１３号）及び指掌紋取扱細則（警察庁訓令第１５号）によって被疑者

指紋情報を管理しているが，一旦収集された指紋は，その者が死亡するか，

保管する必要がなくなった場合でない限り，保管され続けることになってい

る。そのため，無罪確定者や嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴になった

者，誤認逮捕で送検されずに釈放された者，保護処分を受けた少年について

の被疑者指紋情報が保管され続けることになっており，日・米重大犯罪防止

対処協定において，アメリカ合衆国側から，特定されていない個人に関する

照会であることが明示される場合には，警察庁の指紋データベースに保管さ

れている被疑者指紋との照合がなされ，適合した場合には，その指紋情報等

が提供されることになるのである。

そうであるならば，この機会に，被疑者指紋情報についても，法律で規制

することとし，無罪確定者や嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴になった

者，誤認逮捕で送検されずに釈放された者，保護処分を受けた少年について
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の被疑者指紋情報を削除する仕組みを構築する必要があるというべきである

（当連合会は，ＤＮＡ型情報データベースについて，法律で規制すべきであ

るとの意見を公表しているところである（２００７年１２月２１日付け「警

察庁ＤＮＡ型データベース・システムに関する意見書」）。）。

ちなみに，警察庁の指紋データベースの被疑者指紋情報は１０４０万件あ

り，そのうち，無罪確定者や嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴になった

者のデータは３０００件程度であると報告されている。

日本政府としては，日本国民の人権を守る立場から，無罪確定者等の指紋

情報がアメリカ合衆国側に提供されることがないように配慮すべきであり，

これが提供される現在の仕組みについては，警察庁の指紋データベースの在

り方も含めて，慎重に検討されるべきであり，今のままの仕組みでは，国民

の人権という観点から，到底許容することはできないと言わなければならな

い。

(5) 提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性が

あること

提供された情報は，保管期間や利用目的を限定し，厳格に管理されること

になっているとされるが（同協定第８条及び第９条，本実施法案第７条），

各締約国政府は，①重大な犯罪の捜査，②自国の公共の安全に対する重大な

脅威の防止，③出入国管理に関連する目的にも利用することができ（同協定

第８条第５項(1)），さらに，それ以外の目的のために情報を利用すること

が必要な場合には，その利用の目的を示すことで，事前の同意を得るための

書面による要請を相手国政府に行うことができるとされていることから（同

条項(2)），非常に広い範囲で利用される可能性がある。

特に，出入国管理に関連する目的で利用可能であることから，日本からア

メリカ合衆国への指紋情報等の提供により，無罪確定者等が，アメリカ合衆

国に入国できなくなるという事態も予想されるところであり，日本国民の渡

航の自由を不当に制約するおそれがある。

(6) 提供される情報が将来拡大されるおそれがあること

今回の日・米重大犯罪防止対処協定では，日本側から提供される情報は，

指紋情報等であるが，アメリカ合衆国は，同様の協定を日本以外の全ての査

証免除国（３７か国）と締結しており，ヨーロッパはアメリカ合衆国に対し

て，同種の協定に基づき，ＤＮＡ型情報も提供しているという。

我が国でも，警察庁がＤＮＡ型データベースを管理しているが（これも内

部規則である国家公安委員会規則により管理している。），将来的には，日
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本とアメリカ合衆国との間でＤＮＡ型情報を提供するようになる可能性があ

る。

ＤＮＡ型データベースも，被疑者指紋情報と同様に，無罪確定者や嫌疑な

し・嫌疑不十分等による不起訴になった者，誤認逮捕で送検されずに釈放さ

れた者，保護処分を受けた少年についての情報が削除されずに保管され続け

ることになっており，指紋情報の提供と同様の問題がある。

４ まとめ

前記３で述べた問題点は，国民の指紋情報等をアメリカ合衆国側に，本人の

知らない所で提供されるという重大な問題であり，ここに指摘した問題点が克

服・解決されない限り，日・米重大犯罪防止対処協定の締結は承認されるべき

ではなく，本実施法案は成立させるべきではない。


